
1/9 

 

 

 

《新》出品申込書の記入方法について 
 

 

 

ご注意下さい 
 

 

出品店記入欄（出品店申告欄）以外は、カタカナ・数字・アルファベットで記入して下さい。 

 

 

濁点は１文字使用して下さい。紛らわしい文字・読みづらい文字は誤読につながりますので、お気を付け下さい。 

 

機械で読み取りますので、1 とＩ、０とＯ、０とＤ、４と９等枠内に収まる様に記入して下さい。 

記入もれや曖昧な表現、マイナスポイントを隠したりした場合、出品店様責任となりますのでお気をつけ下さい。 

 

 

 

丁寧にはっきりと読みやすい文字で記入して下さい。 
 

 

 

ご出品頂くお車がご成約となります様、ベイオーク社員一同心よりお待ちしております。 

 

 

 

 

令和元年５月１日改訂 

令和７年１月６日改定 
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１．出品ブロックの指定について 
出品希望ブロックに○をして下さい。 

ブロック欄に無いブロック等は、（    ）の中に記入して下さい。 

※各ブロック詳細については別紙の「各出品ブロック別手数料一覧」をご確認下さい。 

 

２．年式 

車検証上の初度登録年月(軽四は初度検査年月）を記入して下さい。 

元号は令和⇒Ｒ、平成⇒Ｈ、昭和⇒Ｓを記入してください。 

登録遅れがある場合は、出品店記入欄に『登録遅れ』と記入して下さい。 

 

３．車種名 

車検証上の車名ではなく、通称名を記入して下さい。（例：プリウス等） 

 

４．ハイブリット 

ハイブリット車の場合、○を記入して下さい。 

 

５．グレード 

グレードには４ＷＤ・マルチ・エアロ・ＳＲ名称等一部は載りますが他セールスポイント等はグレー

ド欄に記入しないで下さい。（出品店記入欄に記入して下さい） 

グレードが空白の場合、一部車種を除き、「不明」扱いとなります。 

 

６．駆動方式 

２ＷＤ・４ＷＤのいずれかに、○を記入して下さい。 

一部車種、軽四などでは同型式で２ＷＤ・４ＷＤがありますので、注意の上、記入して下さい。 

 

７．型式 

車検証上の『型式』の欄を記入して下さい。 

並行輸入車などの『不明は』カタカナで『フメイ』と記入して下さい。 

並行輸入車などの、－２１００１２—などそのままハイフンも記入して下さい。 

排ガス記号も記入して下さい。（ＧＦ－など） 

型式『改』がつく場合は、カタカナで『カイ』と記入して下さい。 
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８．燃料 

主に、Ｇ（ガソリン）とＤ（ディーゼル）があります。ＣＮＧ・ＬＰＧ・電気自動車・併用車等は 

（ ）に記号を記入して下さい。 

燃料の種類       燃料表示 
・ ガソリン   ⇒  Ｇ 
・ 軽  油   ⇒  Ｄ 
・ 電  気   ⇒  Ｅ 
・ メタノール  ⇒  Ｍ  メタノール車 ※（Methanol）無色透明、可燃性、揮発性の液体 
・ 天然ガス   ⇒  ＣＮ ＣＮＧ車   ※（Compressed Natural Gas） 圧縮天然ガス 
・ プロパンガス ⇒  ＬＰ ＬＰＧ車   ※（Liquefied Petroleum GAS） 液化石油ガス 

※ ガスの燃料でも二種類あるので注意して下さい。 
 

９．排気量 

車検証上の『総排気量又は定格出力』の欄を記入して下さい。 

例）１．３３ＫＷ＝１３３０ＣＣ   ロータリー車は排気量欄に『ＲＥ』と記入して下さい。 

 

１０．車台Ｎｏ 

車検証上の記載通り記入して下さい。輸入車のシリアルＮｏは出品店記入欄にお願いします。 

ハイフン抜けの車でも入力はハイフンが入ります。（走行管理システムでチェックする為） 

 

１１．ドア・形状 

ドア枚数 

室内につながるドア枚数を記入して下さい。バン・ワゴン・ＨＢなどはＲゲートも含みます。 

形状 

・ セダン  ⇒  ＳＤ        ・ ハードトップ  ⇒  ＨＴ 

・ クーペ  ⇒  ＣＰ        ・ ハッチバック  ⇒  ＨＢ 

・ オープン ⇒  ＯＰ        ・ ワゴン     ⇒  Ｗ   

・ バン   ⇒  Ｖ         ・ トラック    ⇒  ＴＲ 

・ ダンプ  ⇒  ＤＰ        ・ バス      ⇒  ＢＳ 

など、アルファベットで記入して下さい。 

 

１２．走行距離 

オドメーター（積算計）の距離を記入して下さい。 

輸入車などで走行がマイル表示の車はマイルに○を記入して下さい。 

メーター改ざん車・メーター交換車・走行不明車を選択し出品店記入欄へも記入して下さい。 

メ ー タ ー 交 換 車「＄」マーク 

メーター改ざん車「＊」マーク 

        走 行 不 明 車「♯」マーク 
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①メーター交換車 ・・・ 「＄」マーク 

メーター交換歴のあるもので、認証又は指定工場でメーター交換されたことを証する保証書及び整備

点検記録簿等の証明できる書面が確認できる車輌を「メーター交換車」とする。 

上記書面にはメーター交換を行った日付（一部車種除く）交換前の走行距離の記載が必要となります。 

オークション出品申込書の出品店記入欄にはメーター交換を行った日付、交換時の走行距離等を記載

し、「メーター交換車」と明記する。 

出品申込書の走行距離欄には現メーター表示距離とメーター交換時距離の合算距離を記載下さい。 

例）５，６００ｋｍ時にメーター交換 現メーター２１，３００ｋｍの車輌の場合 

走行距離欄 ： ２６，９００ｋｍ（合算距離） ＄交換欄に○する事 

出品店記入欄 ： ２００３年１０月２０日５，６００Ｋ時メーター交換保証書記載有 

②メーター改ざん車 ・・・ 「＊」マーク 

過去の点検記録簿、走行管理システム等によって走行メーターが巻き戻されていることが確認できる

車輌を「メーター改ざん車」とする。 

タコグラフ取付車は、「メーター改ざん車」とする。（一部を除く） 

保証書及び整備点検記録簿が無く交換の証明できない車輌は「メーター改ざん車」とする。 

トラックのキャビン乗せ換えは「メーター改ざん車」とする。 

タコグラフ装着義務の車両 

１：貸切バス  

２：往路１００ＫＭを超える路線バス  

３：路線トラック  

４：８トン以上のトラック 

５：最大積載量５トン以上のトラック  

６：「４」「５」を牽引するトラクター  

７：全国１５都市のハイヤー・タクシー 

※４・５補足 車輌総重量８トン未満、最大積載量５トン未満でタコグラフメーターがついていたら、 

『タコグラフメータ取付メーター改ざん』の可能性が高くなります。 

但し、タコグラフメーターの製造年月が車両年式より古い場合は実走となります。 

（タコグラフメーターの製造年月が著しく古い場合は、お気を付け下さい。） 

過去の点検記録簿、走行管理システム等で判明した改ざん前の走行距離を出品店記入欄に明記する。 

例）走行距離欄  ５２､４１６ＫＭ（現メーター表示距離） ＊改ざん欄に○する事 
出品店記入欄 メーター改ざん ２００３年１０月２０日時１２０､０００Ｋ推定不明 

③走行不明車 ・・・ 「♯」マーク 

上記①または②以外で「メーター改ざん車」または「メーター交換車」を特定する根拠が無い車輌は

「走行不明車」とする。 

オークション出品申込書の出品店記入欄には「走行不明車」と明記する。 

例）走行距離欄  ５２４１６ＫＭ（現メーター表示距離） ＃不明欄に○する事 

出品店記入欄 走行不明 

④メーター１周車 
５桁メーター等でメーターが１周しているものは「５桁メーター、メーター１周」と出品店記入欄に
記入して下さい。 

例）走行距離欄  １２３０００ＫＭ（現メーター表示距離は２３０００ＫＭ） 

出品店記入欄 ５桁メーター、メーター１周 
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１３．シフト 

・ フロア （床から立ち上がっている型のもの） 

・ コラム （ハンドルのすぐ後ろの軸上に付いているもの） 

・ ダッシュ（ダッシュパネル部にあるもの） 

を選択していただき、オートマ or ミッションを選択して下さい。（ＭＴの場合のみギア数を記入） 

クラッチレス・シーケンシャル等の２ペダル車はＡＴに〇をし、その旨を出品店記入欄に記入して下

さい。 

 

１４．外装色・カラーNo． 

外装色 

ベイオークでは系統色２３種類で表示していますので、近似色で記入して下さい。 

※外装色ツートンの場合は○をして下さい。 

（ホワイト、レッド、マゼンタ、ブルー、シアン、ティール、グリーン、オリーブ、ライム、ブラ

ック、マルーン、ブラウン、ネイビー、パープル、メタリック、シルバー、ゴールド、パール、イ

エロー、ピンク、パープル、グレー、ガンＭ、ソノタ） 

 外装色が上記以外の場合はソノタと記入の上、外装色をセールスポイントに記入してください。 

カラーＮｏ 

コーションプレート・ステッカー等にて確認いただいて記入して下さい。 

  ※色替の場合はカラーＮｏの記入はせずに色替○をして下さい。 

 

１５．装備 

純正の装備がある場合、○を記入して下さい。（ディーラーオプションのものも可能です。） 

ＴＶは地デジＴＶのみとします。 

 

１６．新車保証書・取扱説明書 

メーカー発行の新車保証書で保証継承が可能なものです。 

二次保証継承をうけているものも、新車保証書として扱います。 

取扱説明書は、車輌本体の説明書を示します。 

出品車輌には積み込まず成約後、譲渡書類と一緒にベイオークにご提出下さい。 

 

 

１７．乗車定員 

車検証上の『乗車定員』の欄を記入して下さい。 

バンなどで定員が２通りある場合最大乗車定員を記入して下さい。 

９人乗などで、セカンド・サードシートがない場合は、その旨を出品店記入欄に記入して下さい。 

８ナンバー車等は乗車定員が変更されている場合があるので乗車定員は必須です。 

空白の場合、その車種の最大乗車定員とみなしますのでご注意下さい。
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１８．型式指定番号・類別区分番号 

車検証の型式指定番号・類別区分番号の欄を記入して下さい。（車検証でこの欄が空白であったり、

備考欄に下りている場合は、構造変更等している場合がありますので、その旨を出品店記入欄に記入） 

 

１９．検査期限・登録Ｎｏ・プレート後日 

検付有効期限の年月日と登録Ｎｏを記入して下さい。 

検査付で出品するには、検査有効期間が開催日翌月末以上必要です。 

検査有効期限が開催日翌月末以内の出品車輌は検査無車輌として取扱います。 

ただし出品店が車検付きとして望ましいと判断した車両は車検付き車両として出品出来るものとし

ます。その際には出品票に【プレート応談】の記載が必要となります。 また落札店が抹消を望む場

合はベイオークを通じて、オークション終了後１時間以内に申告することにより出品店に抹消を依頼

する事が出来るものとします。 

検査付で出品するにはナンバープレートが車に取付けている事とします。 

また、軽四に限り、『プレート後日』での出品を受け付けしています。この場合検査期限を記入いた

だき『プレート後日』に○を記入して下さい。 

また、封印が欠品している場合は検査付での出品はできません。 

 

２０．名変期限 

譲渡書類（印鑑証明書等）の有効期限はこの欄に記入が無ければ、オークション開催日の翌月末日以

上あることとします。但し譲渡書類の有効期限が、オークション開催日の翌月末日迄無く、オークシ

ョン開催日より１５日以上ある場合、名変期限を定めることができますので期日を記入して下さい。 

この場合、開催日を含めて４日以内にベイオークに譲渡書類を提出しなければいけませんのでご注意

ください。 

 

２１．車歴 

過去に一度でも、事業用・レンタカーでの登録がある場合は○を記入して下さい。 

○が無い場合は、自家用とみなします（リース車は自家用とみなします） 

レンタカー歴車両のワンオーナー出品はできません。 

 

２２．８ナンバー種別 

８ナンバー登録車はキャンピング・放送宣伝等の名称を記入して下さい。（冷凍冷蔵車など） 

８ナンバーキットが欠品している場合、キット欠に○を記入して下さい。 

※乗車定員の記入も忘れずによろしくお願いします。
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２３．リサイクル料金預託金額 

リサイクル料金を記入して下さい。未預託の場合、未預託欄に○を記入して下さい。 

未記入の場合は未預託車両として扱います。 

 

２４．諸元 

車検証上の『長さ』『幅』『高さ』を記入して下さい。 

 

２５．モデル年式・不明・ディーラー・並行・ハンドル 

外車の場合のみ記入して下さい。（国産車は記入しないで下さい） 

年式＝モデルではありません。ディーラー車・並行車わかる範囲内で記入して下さい。 

空欄でも構いません。モデル年式空欄の場合は『モデル年式不明』とします。 

 

２６．出品店記入欄／後日送付品 

修復歴がある場合は、修復歴有に必ず○を記入して下さい。 

セールスポイントの記入や不具合箇所、欠品、注意事項は 

明確に記入して下さい。 

・ レスオプション・構造変更・改造未公認・登録遅れ等あれば出品店記入欄に記入して下さい。 

・ 外品部品取り付けの場合は、はっきりと『外～』と記入して下さい。 

 

条件を満たした整備記録はデータ反映します。Ｔベルト・Ｅｇ・ＭＴなどの交換が対象で、油脂類・

消耗部品の交換は除きます。部品交換時を整備点検記録簿等で証明できること。 

 ※納品書等は不可とします。 

 

地図ＳＤカード・Ｂ－ＣＡＳカード・スペアキー・各種リモコンなどは後日送付品に記入して下さい。 

※出品車輌には積み込まず成約後、譲渡書類と一緒にベイオークにご提出下さい。 

 

２７．価格・会員名・会員番号 

スタート価格・希望価格を記入して下さい。（金額の単位は千円単位です。） 

希望価格区分の以上は１万円下から・位は３万円下から調整人権限にて売切ります。 

会員名・会員番号を記入して下さい。 

連絡先を記入して下さい。（ご担当者様の携帯など記入いただければ、記載不備があった場合、 

連絡が取りやすくなります） 
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修復歴基準 

  下記の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴とする。 

 

項番 骨格部位 修復歴の判定基準 

1 

第１メンバー（フロント・リア） 

（フロントは左右サイドメンバーに直接溶接されてい

るものとする・間接接合は除く） 

①交換されているもの 

②曲がりがひどい、又はクランプ跡のあるもの 

2 

サイドメンバー（フロント・リア） 
①交換されているもの 

②曲がり、凹み又はその修理跡があるもの 

*フロントはコアサポートより後ろに位置する部分のみ 
  

  

3 

インナーパネル（フロント・リア） 

*コアサポートより後ろに位置する部分のみ 

 

トゥーボード（ダッシュパネル） 

①交換されているもの 

②外部又は外板を介して波及した凹み又はその 

 修理跡があるもの 

  

4 ピラー（フロント、センター） 

①交換されているもの 

②外部又は外板を介して波及した凹み又はその 

 修理跡があるもの 

5 ルーフ 

①交換されているもの 

②ピラーから波及した凹み又はその修理跡がある 

もの 

6 
フロアパネル（フロント・センター） 

フロアサイドメンバー 

①交換されているもの 

②外部又は外板を介して波及した凹み又はその 

 修理跡があるもの 

7 リアフロア（トランクフロア） 

①交換されているもの 

②外部又は外板を介して波及した凹み又はその 

   修理跡があるもの 

 

○修復歴の判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合がある。 

 

○全ての部位に対して修復歴損傷の歪の大きき基準は名刺サイズ（カードサイズ）とする 


